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  平成 20 年度第 3 回常任理事会で意見の一致が見られず、幹事会に一任された中日吹連が

主催する行事に参加を希望しない県吹連加盟団体の加盟費の扱いについては次の通りとします。

各加盟団体にご連絡ください。 
 
愛知県吹奏楽連盟加盟費①について 
県吹盟の個々の団体の加盟費は、中部日本吹奏楽連盟が実施する事業②への参加の有無に関

わらず、一律とする。 
補足説明① 愛知県吹奏楽連盟の事業の一環として（主催・主管のいずれであっても）

中部日本吹奏楽コンクールを行う。すべての事業に加盟団体が関わってい

るわけではなく、大会への出場の有無で、加盟費が変わることはない。① 
② 個々の事業への参加意思決定は、個々の加盟団体にゆだねられている③。

しかし、すべての事業は、連盟総会での承認事項であるから、個々の団体

が、一事業に参加しないからといって、連盟加盟費に多寡をつけることは

好ましくない。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以上が、愛知県吹奏楽連盟事務局長代行名の文書です。文字色・アンダーライン・丸数字などは、

小中学校吹奏楽連盟東尾張支部筆頭理事によるものです。 

以下は、小中学校吹奏楽連盟東尾張支部筆頭理事の個人的な見解です。 

 

① 加盟しているのであれば、その事業への参加の有無に関わらず愛知県吹奏楽連盟の加盟費をお

さめるのは当然だと思います。問題なのは、「各団体が中部日本吹奏楽連盟に加盟するか加盟し

ないか」です。（それに伴い各団体には中部日本吹奏楽連盟の連盟費をおさめる義務は当然発生

します。） 

② 中部日本吹奏楽連盟が「実施する」事業への参加の前提は、中部日本吹奏楽連盟への加盟が前

提になると思います。ところが、加盟についての詳細は不明となっている状態です。中部日本吹奏楽

連盟の規約その他を、「中部日本吹奏楽連盟愛知県支部」を含む愛知県吹奏楽連盟が決定するこ

とはできません。中部日本吹奏楽連盟への加盟用件・手続きその他については中部日本吹奏楽連

盟の正式な機関の決定を待ち、その内容が明らかになってからでなければ議論することすら不可

能であると考えます。その際、中部日本吹奏楽連盟名古屋市支部の位置づけを整理しなければなり

ません。 
③ 事業への参加意志決定がここの加盟団体にゆだねられているのは当然です。それと同様に、中部

日本吹奏楽連盟に加盟するか否かについても個々の加盟団体の意志決定にゆだねられていると

思います。しかし、意志決定するために必要な情報は公開されていません。ホームページ上に公開

されていた規約・その他も削除されています。 


